
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人ツネイシみらい財団定款 





一般財団法人ツネイシみらい財団定款 

 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条  この法人は、一般財団法人ツネイシみらい財団と称する。 

 

（事務所） 

第２条  この法人は、主たる事務所を広島県福山市沼隈町大字常石１０８３番地に置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条  この法人は、市民・行政・企業が協働したまちづくりと子どもの健全育成を通じて、地

域の活性化と豊かな市民生活の実現に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1)子どもの健全育成及び地域活性化に関する講演会、教育、参加、体験、交流事業 

(2)子どもの健全育成及び地域活性化に関する調査及び研究 

(3)子どもの健全育成及び地域活性化に関する情報の収集及び提供事業 

(4)子どもの健全育成及び地域活性化に関する人材交流、ネットワーク促進事業 

(5)上記事業の広報事業 

(6)前各号に附帯する一切の業務 

 

（公告方法） 

第５条  この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

 

第３章 資産及び会計 

 

（事業年度） 

第６条 この法人の事業年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

 

（設立者の氏名及び住所） 

第 7条  住所 広島県福山市沼隈町大字常石１０８３番地 

     氏名 ツネイシホールディングス株式会社 

 

（財産の拠出） 

第８条  設立者は、第４７条に記載された財産を、この法人のために拠出する。 

 

（財産の種別） 

第９条  この法人の基本財産は、第４条の目的である事業を行うために不可欠なものとして、特

定された財産とし、次の各号より構成する。 



(1)第４８条で特定された財産 

(2)基本財産として寄付された財産 

(3)評議員会で基本財産に繰り入れることを決議した財産 

２  その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 

 

（基本財産の維持及び処分） 

第１０条  基本財産については、適正な維持及び管理をしなければならない。 

２  やむを得ない事由により基本財産を処分または担保に提供する場合には、評議員会の特

別決議を要する。 

３  この法人の財産の管理及び運用については、理事会の決議により定める財産運用管理規

程によるものとする。 

４  この法人は、第１２条及び第４１条に違反した行為を行うことを決定し、又は行っては

ならない。 

 

（事業報告及び決算） 

第１１条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が計算書類等を

作成し監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会の承認を得るものとする。 

２ 前項の定時評議員会の承認後、法令の定めるところにより貸借対照表を第５条の方法に

より公告するものとする。 

 

（剰余金の分配） 

第１２条 この法人は、剰余金の分配を行わない。 

 

 

第４章 評議員及び評議員会 

 

（評議員の定数） 

第１３条 この法人に、評議員３名以上、５名以内を置く。 

２ 評議員のうち、１名を評議員長とする。 

 

（評議員の選任等） 

第１４条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。 

２ 評議員長は評議員会にて選定する。 

３ 評議員は、理事又は監事を兼ねることはできない。 

 

（任期） 

第１５条 評議員の任期は、選任後４年以内の最終の事業年度に関する定時評議員会の終結の時ま

でとし、再任を妨げない。 

２ 評議員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された評議員が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。 

 

（評議員の報酬） 

第１６条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支

払をすることができる。 

 



（評議員会の権限等） 

第１７条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

２ 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）

に規定する事項並びに、この定款に定める事項について決議することができる。 

 

（招集） 

第１８条 この法人の定時評議員会は、毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時評議

員会は、必要に応じて招集する。 

２ 定時評議員会は、理事会の決議により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若し

くは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。 

３ 評議員会を招集するには、会日より１週間前までに、各評議員に対して招集通知を発す

るものとする。 

４ 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに評議員会を開催

することができる。 

 

（議長） 

第１９条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。 

 

（決議の方法） 

第２０条 評議員会の決議は、一般法人法第１８９条第２項に規定する事項又は定款に別段の定め

がある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該

評議員の過半数をもって行う。 

２ 特別決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員

の３分の２以上をもって行う。 

 

（評議員会の決議の省略） 

第２１条 評議員会の決議の目的たる事項について、理事から提案があった場合において、その提

案に評議員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提

案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 

 

（評議員会議事録） 

第２２条 評議員会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出

席理事が署名又は記名押印して１０年間この法人の主たる事務所に備え置くものとす

る。 

２ 前条の場合も前項の議事録を作成する。 

 

 

第５章 評議員及び評議員会以外の機関 

 

（評議員及び評議員会以外の機関） 

第２３条 この法人には、理事、理事会及び監事を置く。 

 

（理事及び監事の員数） 

第２４条 この法人には、理事５名以内及び監事２名以内を置く。 

 



（理事及び監事の資格） 

第２５条 この法人の理事及び監事は、評議員の過半数をもって、評議員以外の者から選任する。 

   ２ この法人の理事は、理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係のある者

である理事の合計が理事の総数の３分の１以下とする。 

 

（理事及び監事の任期） 

第２６条 理事の任期は、選任後２年以内の最終の事業年度に関する定時評議員会の終結の時まで

とし、監事の任期は、選任後４年以内の最終の事業年度に関する定時評議員会の終結の

時までとする。 

２ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期

の残存期間と同一とする。 

３ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 

４ 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。 

ただし、他の在任監事の任期の残存期間が２年に足らないときは、選任後２年以内の最

終の事業年度に関する定時評議員会の終結のときまでとする。 

 

（代表理事） 

第２７条 この法人に代表理事１名を置き、理事会の決議によって選定する。 

２ 代表理事を、理事長と称する。 

３ 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を統轄する。 

 

（報酬等） 

第２８条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事には、その職務を行うために要

する費用の支払をすることができる。 

 

（役員の解任） 

第２９条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の特別決議によって解任する

ことができる。 

(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき 

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき 

 

 

第６章 理事会 

 

（構成） 

第３０条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第３１条 理事会は、次の職務を行う。 

(1)この法人の業務執行の決定 

(2)理事の職務の執行の監督 

(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 

 

（招集） 



第３２条 理事会は、あらかじめ定めた代表理事がこれを招集し、会日の５日前までに各理事及び

各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮す

ることができる。 

２ 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することが

できる。 

 

（議長） 

第３３条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があ

るときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の代表理事又は理事がこれに代わ

るものとする。 

 

（理事会の決議） 

第３４条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもっ

て行う。 

 

（理事会の決議の省略） 

第３５条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につ

き議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表

示をしたとき（監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。）は、当該提案を可決する

旨の理事会の決議があったものとみなす。 

 

（理事会への報告） 

第３６条 代表理事は、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を

理事会に報告するものとする。 

 

（理事会議事録） 

第３７条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表

理事（代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事）及び監事がこれに署名又は

記名押印する。 

 

（理事会への報告の省略） 

第３８条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したとき

は、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 

２ 前項の規定は、この定款の第３６条の規定による報告については、適用しない。 

 

 

第７章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第３９条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の３分の２以上に当

たる多数をもって行うことができる。ただし、第３条に規定する目的並びに第１４条１

項に規定する評議員の選任及び解任方法については変更できない。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることができる評議

員の４分の３以上に当たる多数をもって第３条に規定する目的並びに第１４条１項に

規定する評議員の選任及び解任方法について変更することができる。 



 

（解散の事由） 

第４０条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。 

(1)基本財産の滅失その他の事由の目的である事業の成功の不能 

(2)法人の合併 

(3)二事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも３００万円未満になったこと 

(4)法人の破産手続開始決定 

(5)解散を命ずる裁判 

 

 

（残余財産の帰属） 

第４１条 この法人を清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と

類似の事業を目的とする他の公益法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものと

する。 

 

（法人の継続） 

第４２条 第４０条第３号の事由によって解散した場合においては、評議員会の決議をもって法人

を継続することができる。 

 

（沿 革） 

平成２２年１２月 ９日 施行 

平成２４年 ５月２５日 改定（第１０条第４項および第２５条第２項 新設 

                第３９条第１項および第２項 改訂） 

 

 


